
令和 8 年 3 月 2 日 

 

津ヨットハーバーご利用の皆様 各位 

 

 

 

利用時間変更のお知らせ 

 
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃から津ヨットハーバーをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

さて、当ハーバーでは、職員の働き方改革及び経費節減の観点から利用時間の見

直しを令和８年４月１日から試行的に下記のとおり変更したいと考えております。 

 なお、変更前の８時００分から８時３０分まで及び１７時００分から１８時００分までの時

間帯に利用される場合は、あらかじめ連絡（℡：０５９－２２６－０５２５）をいただくことで

対応させていただきます。 

また、時間外利用におけるクレーン作業につきましては、クレーン使用料に加え時

間外利用料金の設定も今後考えておりますので、利用者の皆様からのご意見等を頂

戴しながら検証を進めてまいりたいと考えております。 

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 
記 

 

１．変更日 令和８年４月１日から 

 

２．変更内容  

 

項 目 変更前 変更後 

利用時間 

４月１日から９月３０日までの 

日曜日、土曜日及び祝日法に 

規定する休日８時から１８時まで 

休業日を除く全日 

８時３０分から１７時まで 

 

以上 

 


